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令和元年第４回定例会議事日程（第１号） 

 

令和元年12月３日（火） 

午前 10時 00分開議  

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 会期の決定について 

 日程第３ 議案第55号 吉富町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定につ

いて 

 日程第４ 議案第56号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の制定に伴う関係

条例の整備に関する条例の制定について 

 日程第５ 議案第57号 吉富町課制条例の制定について 

 日程第６ 議案第58号 吉富町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第７ 議案第59号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 日程第８ 議案第60号 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

 日程第９ 議案第61号 吉富町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第10 議案第62号 令和元年度吉富町一般会計補正予算（第６号）について 

 日程第11 議案第63号 令和元年度吉富町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について 

 日程第12 議案第64号 令和元年度吉富町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につい

て 

 日程第13 議案第65号 令和元年度吉富町水道事業会計補正予算（第３号）について 

 日程第14 議案第66号 令和元年度吉富町下水道事業会計補正予算（第３号）について 

 日程第15 議案第67号 中津市との間において定住自立圏形成協定を締結することについて 
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会期日程表（案） 
 

目  次 月  日 曜 区  分 開 議 時 刻 摘      要 

第 １ 日 12月３日 火 本会議 午前10時 

 開会 

 会期の決定 

 提案理由説明 

第 ２ 日   ４日 水 考案日   

第 ３ 日   ５日 木 考案日   

第 ４ 日   ６日 金 本会議 午前10時 
 質疑、討論、採決 

 又は委員会付託 

第 ５ 日   ７日 土 休 会   

第 ６ 日   ８日 日 休 会   

第 ７ 日   ９日 月 考案日   

第 ８ 日   10日 火 考案日   

第 ９ 日   11日 水 委員会 午前10時  福祉産業建設委員会 

第 10 日   12日 木 委員会 午前10時  総務文教委員会 

第 11 日   13日 金 委員会 午前10時  予算決算委員会 

第 12 日   14日 土 休 会   

第 13 日   15日 日 休 会   

第 14 日   16日 月 考案日   

第 15 日   17日 火 本会議 午前10時  一般質問 

第 16 日   18日 水 考案日   

第 17 日   19日 木 本会議 午前10時 
 質疑、討論、採決 

 閉会 
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令和元年第４回吉富町議会定例会会議録（第１号） 

 

招 集 年 月 日  令和元年12月３日 

招 集 の 場 所  吉富町役場二階議場 

開       会  12月３日 10時00分 

応  招  議  員  １番 角畑 正数       ６番 太田 文則 

           ２番 向野 倍吉       ７番 梅津 義信 

           ３番 中家 章智       ８番 岸本加代子 

           ４番 矢岡  匡       ９番 横川 清一 

           ５番 山本 定生       10番 是石 利彦 

不 応 招 議 員  なし 

出  席  議  員  応招議員に同じ 

欠  席  議  員  不応招議員に同じ 

 

地方自治法第１２１  町    長 花畑  明   会計管理者  奥家 照彦 

条の規定により説明  教  育  長 皆尺寺敏紀   住 民 課 長 永野 公敏 

のため会議に出席し  総 務 課 長 守口 英伸   健康福祉課長 石丸 貴之 

た者の職氏名     企画財政課長 奥田 健一   産業建設課長 赤尾 慎一 

           税 務 課 長 小原 弘光   上下水道課長 和才  薫 

           教 務 課 長 瀬口 直美    

 

本会議に職務のため  局    長 奥邨 厚志 

出席した者の職氏名  書    記 竹内 一代 

 

町長提出議案の題目  別紙日程表のとおり 

議員提出議案の題目  別紙日程表のとおり 
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午前10時00分開議 

○議長（是石 利彦君）  では、改めまして、おはようございます。 

 令和元年第４回吉富町議会定例会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員は１０名で、定足数に達しております。 

 ただいまから、令和元年度第４回吉富町議会定例会を開会いたします。これから、本日の会議

を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名について 

○議長（是石 利彦君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員に、梅津議員、岸本議員の２名を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定について 

○議長（是石 利彦君）  日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は、お手元に配付の会期日程表（案）のとおり、本日

１２月３日から１２月１９日までの１７日間にいたしたいと思います。これに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、会期は本日１２月３日から１２月

１９日の１７日間と決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第５５号 吉富町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定

について 

日程第４．議案第５６号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の制定に伴う

関係条例の整備に関する条例の制定について 

日程第５．議案第５７号 吉富町課制条例の制定について 

日程第６．議案第５８号 吉富町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第７．議案第５９号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

日程第８．議案第６０号 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

日程第９．議案第６１号 吉富町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 
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日程第１０．議案第６２号 令和元年度吉富町一般会計補正予算（第６号）について 

日程第１１．議案第６３号 令和元年度吉富町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）に

ついて 

日程第１２．議案第６４号 令和元年度吉富町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第１３．議案第６５号 令和元年度吉富町水道事業会計補正予算（第３号）について 

日程第１４．議案第６６号 令和元年度吉富町下水道事業会計補正予算（第３号）について 

日程第１５．議案第６７号 中津市との間において定住自立圏形成協定を締結することにつ

いて 

○議長（是石 利彦君）  これから議事に入ります。 

 日程第３、議案第５５号から日程第１５、議案第６７号までの１３議案を一括議題にいたしま

す。 

 なお、本日は、提案理由の説明だけにとどめます。また、事務局の議案の朗読は、今期定例会

以降、省略させていただきます。 

 町長に提案理由の説明を求めます。町長。説明。 

○町長（花畑  明君）  提案理由の説明をさせていただきます。 

 本日、令和元年第４回定例町議会を招集いたしましたところ、議員各位には御多用の中を御出

席いただき、まことにありがとうございます。 

 このたびの定例会には、条例案件７件、予算案件５件、協議案件１件の計１３案件を御提案を

し、御審議をお願いするものでございます。 

 提案理由について御説明を申し上げます。 

 議案第５５号は、吉富町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についてで

あります。 

 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の制定による会計年度任用職員制度の創設

に伴い、当該職員に対する給与及び費用弁償に関する事項を定めるため、本条例を新たに制定す

るものでございます。 

 議案第５６号は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の制定に伴う関係条例の

整備に関する条例の制定についてであります。 

 前議案同様、会計年度任用職員制度の創設に伴い、本町の関係条例の一部を改正する必要が生

じましたので、本条例を制定するものでございます。 

 議案第５７号は、吉富町課制条例の制定についてであります。 

 新たな行政課題に対して、総合的かつ機動的に対応し、また、住民の皆さんに対して、親切で、



- 6 - 

よりきめ細やかなサービスを提供できる組織を編成するため、本条例の全部を改正するものでご

ざいます。 

 議案第５８号は、吉富町印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るため、総務省通知「印鑑登録証明事務

処理要綱」の一部が改正されたことに伴い、本条例の一部を改正するものでございます。 

 議案第５９号は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであ

ります。 

 令和元年８月７日の人事院勧告に基づき、これを実施するため、一般職の職員の給与改定を行

うものでございます。 

 続いて、議案第６０号は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてであります。 

 一般職の職員に準じて、給与改定を行うものでございます。 

 議案第６１号は、吉富町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 

 水道法の一部改正により、指定給水装置工事事業者の指定更新制度の創設に伴い、本条例の一

部を改正するものでございます。 

 議案第６２号は、令和元年度吉富町一般会計補正予算（第６号）についてであります。 

 既定の歳入歳出予算に、それぞれ７,１８８万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

３４億８,８４４万５,０００円とするものでございます。 

 歳入の主なものは、１１款分担金及び負担金１項負担金で、児童福祉費負担金１,３３２万

３,０００円の減額、１３款国庫支出金１項国庫負担金で、障害者福祉費負担金７９２万

１,０００円の増額、１４款県支出金１項県負担金で、障害者福祉費負担金３９６万円の増額、

１８款１項繰越金で、前年度繰越金６,６１０万８,０００円の増額。 

 歳出の主なものは、人事院勧告に伴う人件費２１０万７,０００円の増額、２款総務費１項総

務管理費で、女子集客のまち推進イベント開催委託料１,０１２万円の増額、３款民生費１項社

会福祉費で、障害児通所支援事業費１,４９６万７,０００円の増額、後期高齢者医療療養給付費

負担金８１７万９,０００円の減額、１０款教育費３項中学校費で、地方交付税豊前市分繰出金

１,０４４万９,０００円の増額などでございます。 

 また、補正予算書第２条で、債務負担行為の補正をいたしております。 

 議案第６３号は、令和元年度吉富町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）についてであり

ます。 

 既定の歳入歳出予算に、それぞれ５,１９９万４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

８億２,５３８万９,０００円とするものでございます。 
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 歳入の主なものは、４款県支出金１項県負担金・補助金で、保険給付費等交付金２,９８７万

２,０００円の増額、７款１項繰越金で、前年度繰越金１,７７３万９,０００円の増額。 

 歳出の主なものは、人事院勧告に伴う人件費８万４,０００円の増額、２款保険給付費１項療

養諸費で、一般被保険者療養給付費２,６４４万６,０００円の増額、同じく２項高額療養費で、

一般被保険者高額療養費１,４２０万９,０００円の増額などでございます。 

 続いて、議案第６４号は、令和元年度吉富町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

いてであります。 

 既定の歳入歳出予算に、それぞれ８３万８,０００円を増額をし、歳入歳出予算の総額を１億

１,１１５万７,０００円とするものでございます。 

 議案第６５号は、令和元年度吉富町水道事業会計補正予算（第３号）についてであります。 

 収益的収入で、他会計補助金３２１万４,０００円の増額、収益的支出で３２１万４,０００円

の増額、その主なものは、人事院勧告に伴う人件費８万１,０００円の増額、第３配水池町名設

置工事費１４５万円の増額などでございます。 

 議案第６６号は、令和元年度吉富町下水道事業会計補正予算（第３号）についてであります。 

 収益的支出で７４万３,０００円の増額、その主なものは、人事院勧告に伴う人件費８万

３,０００円の増額、時間外勤務手当５３万２,０００円の増額などでございます。 

 議案第６７号は、中津市との間において定住自立圏形成協定を締結することについてでありま

す。 

 中津市を中心とする定住自立圏の形成に関する協定を締結するに当たり、条例の定めるところ

により、議会の議決を求めるものでございます。 

 以上、提出議案については、いずれも新しい時代への行政運営上、大変重要なものでございま

す。何とぞ慎重に御審議の上、御議決くださいますようお願いを申し上げまして、提案理由の説

明とさせていただきます。 

○議長（是石 利彦君）  提案理由の説明が終わりました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（是石 利彦君）  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

本日はこれにて散会いたします。 

午前10時13分散会 

────────────────────────────── 

 


